
島田市受動喫煙防止対策指針 

 

１ 目的 

本指針は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 25 条の規定に基づき島田市における受動喫煙

防止対策を定め、望まない受動喫煙による健康への悪影響を防止し、もって市民等の健康の保持・増

進を図り、また、快適で良好な環境の形成を促進することを目的とする。 

 

２ 用語の定義 

この指針において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) たばこ 

たばこ事業法（昭和 59 年法律第 68 号）第２条第３号に掲げる製造たばこ（加熱式たばこを含む） 

 (2) 喫煙 

人が吸入するため、たばこを燃焼させ又は加熱することにより煙を発生させること。 

 (3) 受動喫煙 

人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙又はたばこを吸っている他人の呼気に含まれる煙に

さらされること。 

 (4) 市が所管する公共施設 

市が所管する全ての公共施設（敷地も含む）のことで、公園などの敷地のみの施設も含む（以下、

「公共施設」という）。なお、建物の一部を市が借用し、建物所有者等と共同で管理している施設の場

合には、市が管理する部分に限る。 

 (5) 敷地内禁煙 

建物内及び敷地内を含めた全ての場所における喫煙を禁止すること。 

 (6) 公共施設等管理者 

市が所管する公共施設及び公用車を所管する課等の長 

 

３ 基本指針 

 (1) 市民等の健康への悪影響を防止する観点から、望まない受動喫煙を防止する。 

 (2) 子ども等受動喫煙による健康影響が大きい市民等へ配慮する。 

 

４ 基本施策 

 (1) 市の公共施設の受動喫煙対策 

 (2) 喫煙による健康への悪影響や禁煙を促す方法の普及 

 (3) 喫煙マナーの向上対策 

 

５ 受動喫煙防止対策の推進 

基本施策に基づき以下を推進する。 

 (1) 第一種施設（別表１）は、敷地内禁煙とする。 

 (2) 第二種施設（別表２）は、建物内禁煙とする。 

ただし、敷地内に喫煙所を設置する場合は受動喫煙防止に十分配慮する。配慮が難しい場合は、



施設管理者の判断で敷地内禁煙とする（なお、既に敷地内禁煙を実施している施設は引き続き敷地

内禁煙とする）。 

 (3) 市民等に対し、喫煙による健康への悪影響や禁煙を促す方法、喫煙マナーの向上等について様々

な機会において普及啓発を行い、受動喫煙防止に取り組む機運を醸成していく。 

 (4) 公共施設等管理者は、この指針に基づき市民等に対し受動喫煙防止対策の趣旨及び受動喫煙によ

る健康影響についてポスター掲示等により周知するとともに、理解と協力を得るものとする。 

 (5)  この指針は、施設条件や社会状況の変化などを踏まえ、適宜見直しを行うものとする。 

 

６ 実施時期 

この指針は、令和元年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第一種施設） 

本庁舎 島田市立島田第四小学校 

金谷南地域交流センター 島田市立六合小学校 

金谷北地域交流センター 島田市立大津小学校 

川根庁舎 島田市立伊太小学校 

保健福祉センター  島田市立相賀小学校 

島田市立六合公民館  島田市立神座小学校 

初倉地域総合センター  島田市立伊久美小学校 

島田市民総合施設プラザおおるり 島田市立初倉小学校 

川根地区センター 島田市立湯日小学校 

浄化センター 島田市立島田第五小学校 

浄水場 島田市立初倉南小学校 

島田市田代環境プラザ（工場棟を除く） 島田市立六合東小学校 

島田市立第一保育園 島田市立金谷小学校 

島田市立第三保育園 島田市立五和小学校 

島田市こども館 島田市立川根小学校 

島田市こども発達支援センター 島田市立島田第一中学校 

島田市立川根児童館 島田市立島田第二中学校 

島田市産業支援センター 島田市立六合中学校 

市立島田市民病院 島田市立北中学校 

院内保育所「さくらんぼ園」 島田市立初倉中学校 

島田市立看護専門学校 島田市立金谷中学校 

島田市立中部学校給食センター 島田市立川根中学校 

島田市立南部学校給食センター 島田市立島田図書館 

島田市立島田第一小学校 島田市立川根図書館 

島田市立島田第二小学校  

島田市立島田第三小学校  

   

     



別表２（第二種施設） 

かなや会館 島田市田代の郷温泉 

金谷東会館 島田市川根温泉ホテル（客室を除く） 

北五和会館 蓬莱橋物産店 

島田市金谷生涯学習センター 東海道金谷宿お休み処 

島田市大津農村環境改善センター ばらの館 

しまだ楽習センター 島田市立金谷図書館 

島田市金谷生きがいセンター 島田市博物館 

島田市川根文化センター チャリム 21 島田市博物館分館 

島田市野外活動センター 山の家 島田市総合スポーツセンター 

島田市山村都市交流センターささま 島田市金谷体育センター 

島田市伊久身農村環境改善センター 島田市川根体育館 

島田市北部ふれあいセンター 島田球場 

島田市初倉西部ふれあいセンター  

クリーンセンター  

旧清掃センター  

島田市斎場  

島田市金谷斎場  

しまだ音楽広場  

島田市地域交流センター  

島田市福祉館あけぼの  

島田市番生寺会館  

島田市立老人福祉センター  

島田市北部デイサービスセンター  

島田市伊久身デイサービスセンター  

金谷生きがい対応型デイサービスセンター  

島田市川根デイサービスセンター  

島田市立養護老人ホームぎんもくせい  

島田市川根介護予防拠点施設  

島田市川根老人憩いの家  

島田市伊久美農産物加工体験施設やまゆり  

菊川の里会館  

さくら茶屋  

ふるさと茶屋  

笹間ふれあいの里  

島田市川根温泉  

島田市川根温泉コテージ  

 


